
  

 委員会提出議案第３号  

 

   相模原市議会会議規則の一部を改正する規則について 

 相模原市議会会議規則の一部を改正する規則を次のように制定する。 

 

  平成２６年８月２５日提出 

 

提出者 相模原市議会議会運営委員会委員長 阿 部 善 博  

 

相模原市議会会議規則の一部を改正する規則 

相模原市議会会議規則(昭和４２年相模原市議会規則第１号)の一部を次のように

改正する。 

第１３３条の見出し中「委員会出席」を「委員会出席等」に改め、同条に次の１

項を加える。 

３ 委員会は、第１項の説明を聴いた場合において、更に必要があると認めるとき

は、請願者の意見を聴くことができる。 

   附 則 

この規則は、公布の日から施行する。 

 

提案の理由 

  相模原市議会基本条例(平成２６年相模原市条例第３７号)の制定に伴い、委員

会において請願者の意見を聴くことに係る規定を追加いたしたく提案するもので

ある。 



  

 委員会提出議案第４号  

 

   相模原市議会委員会条例の一部を改正する条例について 

 相模原市議会委員会条例の一部を改正する条例を次のように制定する。 

 

  平成２６年８月２５日提出 

 

提出者 相模原市議会議会運営委員会委員長 阿 部 善 博  

 

相模原市議会委員会条例の一部を改正する条例 

相模原市議会委員会条例(平成４年相模原市条例第１号)の一部を次のように改正

する。 

第３０条を第３１条とし、第２９条を第３０条とし、第２８条の次に次の１条を

加える。 

(請願者及び陳情者の意見陳述) 

第２９条 請願者及び陳情者の意見陳述については、前条の規定を準用する。 

   附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

 

提案の理由 

  相模原市議会基本条例(平成２６年相模原市条例第３７号)の制定に伴い、議会

が請願者及び陳情者の意見を聴く機会の手続に係る規定を追加いたしたく提案す

るものである。 



  

  委員会提出議案第５号  

 

   相模原市証人等の実費弁償に関する条例の一部を改正する条例について 

 相模原市証人等の実費弁償に関する条例の一部を改正する条例を次のように制定

する。 

 

  平成２６年８月２５日提出 

 

提出者 相模原市議会議会運営委員会委員長 阿 部 善 博  

 

相模原市証人等の実費弁償に関する条例の一部を改正する条例 

相模原市証人等の実費弁償に関する条例(平成１８年相模原市条例第４号)の一部

を次のように改正する。 

第２条第１項中第１０号を第１１号とし、第９号の次に次の１号を加える。 

（１０）相模原市議会基本条例(平成２６年相模原市条例第３７号)第１４条第１項

後段及び第２項の規定により議会が意見を聴く機会として開く会議に出席した

者 

   附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

 

提案の理由 

  相模原市議会基本条例(平成２６年相模原市条例第３７号)の制定に伴い、議会

が意見を聴く機会として開く会議に出席した者の実費弁償に係る規定を追加いた

したく提案するものである。 


